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即
ち
、
こ
の
三
年
間
の
賃
上
げ
は
一
六
・
三
％
で
あ
り
、
公
的
年
金
の
ア
ッ
プ
率
は
七
・
五
％
に
す
ぎ
な
い
の

で
あ
る
。
し
か
る
に
、
本
年
九
月
二
十
八
日
、
自
治
省
は
、
宅
地
で
平
均
二
八
・
五
％
引
上
げ
の
評
価
替
え
を
決 

こ
の
三
年
間
は
、
金
融
緩
和
な
ど
に
よ
る
投
機
的
な
地
価
上
昇
に
よ
り
、
東
京
圏
始
め
大
都
市
圏
で
は
、
宅
地

は
、
地
価
公
示
で
二
・
四
倍
か
ら
三
・
八
倍
、
相
続
税
路
線
価
で
三
・
七
倍
か
ら
五
・
二
倍
に
ハ
ネ
上
が
っ
て
い

る
。
こ
れ
が
、
そ
の
ま
ま
評
価
替
え
に
反
映
す
る
と
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
、
年
金
世
帯
、
低
所
得
世
帯
の
生
活
は
、
深

刻
な
危
機
に
直
面
す
る
。 

来
る
平
成
三
年
一
月
一
日
は
固
定
資
産
税
の
評
価
替
え
の
賦
課
期
日
で
あ
る
。
そ
の
評
価
算
定
基
準
日
は
平
成

元
年
七
月
一
日
と
さ
れ
、
昭
和
六
十
一
年
八
月
か
ら
三
年
間
の
地
価
動
向
に
よ
り
、
宅
地
（
商
業
、
住
宅
、
工 

 
 

業
、
特
殊
）
評
価
額
が
市
町
村
長
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
。 

固
定
資
産
税
の
評
価
替
え
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

三 

 



 

1 

負
担
調
整
は
不
可
避
と
考
え
ら
れ
る
か
。
毎
年
一
〇
％
増
の
六
年
間
で
も
七
七
％
増
と
な
る
よ
う
に
、
相
当

な
増
税
と
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。 

よ
っ
て
、
小
規
模
宅
地
に
つ
い
て
は
、
農
地
と
同
様
他
の
宅
地
と
区
分
し
て
扱
う
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
の
視
点
か
ら
、
以
下
の
質
問
を
す
る
。 

定
し
て
い
る
が
、
前
回
の
一
六
％
よ
り
一
二
・
五
％
上
回
っ
て
い
る
。
し
か
も
大
都
市(

周
辺)

で
は
、
京
都
市
八

五
・
一
％
、
名
古
屋
市
七
二
・
八
％
、
横
浜
市
六
九
・
四
％
な
ど
大
幅
に
ア
ッ
プ
し
て
お
り
、
負
担
調
整
措
置
も

三
年
か
ら
六
年
に
延
長
す
る
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。 

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
、
年
金
世
帯
な
ど
勤
労
世
帯
が
保
有
す
る
生
活
用
小
規
模
居
住
用
地
は
、
営
利
追
求
や
資
産
価

値
の
増
殖
の
た
め
の
手
段
で
な
く
、
生
き
る
た
め
の
土
地
利
用
に
す
ぎ
な
い
。 

年
増
加
率
が
最
高
五
％
以
下
と
な
る
よ
う
に
負
担
調
整
を
行
う
た
め
、
調
整
期
間
の
再
延
長
又
は
課
税
標
準

の
特
例(

四
分
の
一
又
は
二
分
の
一)

を
さ
ら
に
強
化
す
べ
き
で
は
な
い
の
か
。 

四 

 



 

3 

現
行
の
宅
地
の
評
価
基
準
に
つ
い
て
、
そ
の
方
法
、
内
容
が
不
明
確
で
あ
り
、
そ
の
根
拠
を
問
う
。 

2 

居
住
用
宅
地
に
つ
い
て
の
評
価
基
準
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
宅
地
一
律
評
価
（
売
買
実
例
価
格
）
を
改
め
、

「
土
地
利
用
」
の
立
場
に
立
っ
た
収
益
還
元
方
式
と
す
べ
き
で
は
な
い
の
か
。 

① 

地
方
税
法
第
三
四
一
条
第
五
号
で
は
「
適
正
な
時
価
」
と
さ
れ
、
同
法
第
三
八
八
条
に
よ
り
自
治
省
告
示

「
固
定
資
産
評
価
基
準
」
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
正
常
売
買
価
格
に
も
と
づ
い
て
、
適
正
な
時
価

を
設
定
す
る
方
法
」
と
さ
れ
、
売
買
実
例
価
格
が
不
正
常
価
格(

将
来
の
期
待
価
格
、
買
急
ぎ
割
高
分
、
土
地

の
希
少
性
に
よ
る
割
高
分
、
隣
接
地
の
買
い
足
し
に
よ
る
割
高
分
な
ど)

を
除
い
て
「
正
常
売
買
価
格
」
を
求

め
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
土
地
資
産
価
値
」
を
求
め
た
も
の
で
あ
っ
て
、「
土
地
の
使
用
収
益
」

を
求
め
た
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
資
産
価
値
の
立
場
に
立
つ
の
か
。
正
常
売
買
価
格
を
ど
の
よ
う
に
算
出
す 

特
に
、
年
金
世
帯
、
母
子
世
帯
、
障
害
者
世
帯
等
に
つ
い
て
の
非
課
税
措
置
も
検
討
す
べ
き
で
は
な
い
の 

 

か
。 

五 

 



 

② 

宅
地
で
は
、
商
業
地
区
（
繁
華
街
、
高
度
商
業
地
区
、
普
通
商
業
地
区
）
、
住
宅
地
区
（
併
用
住
宅
地
区
、

高
級
住
宅
地
区
、
普
通
住
宅
地
区
）
、
工
業
地
区
（
大
工
場
地
区
、
中
小
工
場
地
区
、
家
内
工
業
地
区
）
、
村

落
地
区
（
集
団
地
区
、
村
落
地
区
）
、
観
光
地
区
の
五
大
区
分
が
さ
れ
、
さ
ら
に
十
二
地
区
に
細
分
さ
れ
て
指

示
平
均
価
格
等
が
算
出
さ
れ
て
い
る
。 

こ
れ
ら
地
区
ご
と
に
は
、
路
線
価
方
式
、
水
路
価
方
式
な
ど
多
様
な
評
価
方
法
が
あ
る
が
、
各
地
区
ご
と

の
評
価
方
法
を
設
け
る
べ
き
で
あ
り
、
現
行
の
評
価
方
法
を
ま
ず
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
住
宅
地
区
に
つ
い

て
は
、
不
動
産
市
場
で
の
投
機
を
防
止
す
る
た
め
に
も
国
民
の
生
存
権
保
障
の
立
場
か
ら
も
賃
貸
価
格
に
基

づ
く
「
適
正
な
時
価
」
を
求
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
今
回
の
評
価
替
え
を
改
め
る
こ
と
が
検
討
さ
れ
る
の

か
。 

る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

他
の
地
区
で
は
営
利
追
求
の
手
段
と
さ
れ
る
用
地
に
つ
い
て
は
、
資
本
価
格
な
い
し
公
示
価
格
等
に
よ
り 

六 

 



 

③ 

相
続
税
法
第
二
二
条
で
は
毎
年
七
月
一
日
現
在
の｢

取
得
時
価｣

と
さ
れ
、
国
税
庁
「
相
続
税
財
産
評
価
に

関
す
る
基
本
通
達
」
等
に
よ
り
農
地
、
宅
地
、
山
林
の
三
区
分
に
よ
り
評
価
基
準
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
宅

地
で
は
「
一
画
地
の
宅
地
ご
と
に
評
価
す
る
」
路
線
価
に
よ
る
。 

自
治
省
告
示
の
評
価
基
準
の
法
的
性
格
は
、
市
町
村
を
拘
束
す
る
も
の
で
な
く
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
今
回
の
評
価
替
え
で
も
賃
貸
価
格
に
よ
る
評
価
が
可
能
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
助
言
す
る
方
針
は

な
い
か
。 

｢

時
価｣

に
は
路
線
価
方
式
と
倍
率
方
式
が
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
に
算
出
す
る
の
か
。
固
定
資
産
税
で
の
売

買
実
例
方
式
と
ど
う
異
な
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
固
定
資
産
税
で
は
中
央
固
定
資
産
評
価
審
議
会
及

び
都
道
府
県
審
議
会
に
基
準
地
価
な
ど
が
諮
ら
れ
公
表
さ
れ
て
い
る
が
、
各
国
税
局
に
あ
る
「
土
地
評
価
審

議
会
」(

二
十
人
任
期
二
年)

は
ど
の
よ
う
な
構
成(

氏
名)
で
審
議
を
し
、
路
線
価
を
決
め
て
い
る
の
か
明
ら 

評
価
す
べ
き
で
な
い
か
。 

七 

 



 

④ 

所
得
税
法
第
三
三
条
第
一
項
の
譲
渡
所
得
で
は
、
同
法
第
五
九
条
第
一
項
に
よ
り
「
時
価
で
資
産
の
譲
渡
」

と
さ
れ
る
が
、
こ
の
土
地
に
関
わ
る
時
価
の
評
価
基
準
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
相
続
税
の
路
線
価
か
、
公

示
価
格
か
、
精
通
者
価
格
か
、
そ
の
他
か
。 

各
国
税
局
の
決
定
し
た
路
線
価
は
、
国
民
の
財
産
権
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
り
、
不
服
申
立

て
の
手
続
き
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
明
ら
か
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
。 

相
続
税
の
路
線
価
を
公
示
価
格
と
同
様
一
月
一
日
現
在
と
す
べ
き
で
な
い
の
か
。
路
線
価
、
公
示
価
格
、

固
定
資
産
税
で
の
同
一
ポ
イ
ン
ト
で
の
実
態
調
査
を
公
表
す
べ
き
で
な
い
の
か
、
各
評
価
の
関
係
を
説
明
し

て
い
た
だ
き
た
い
。 

か
に
さ
れ
た
い
。 

他
方
、
地
方
税
法
第
五
九
三
条
に
よ
り
特
別
土
地
保
有
税
で
は｢

取
得
価
格｣

と
さ
れ
る
が
、
そ
の
評
価
基

準
、
評
価
時
期
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
譲
渡
取
得
で
の
評
価
額
と
異
な
る
場
合
の
調
整
は
ど
う
し
て
い
る 

八 

 



 

⑥ 

国
有
財
産
台
帳
価
格
は
、
国
有
財
産
法
施
行
令
第
二
三
条
に
よ
り
、
昭
和
三
十
一
年
三
月
末
よ
り
五
年
ご

と
に
評
価
替
え
が
行
わ
れ
る
が
、
来
年
三
月
末
が
そ
の
期
日
で
あ
る
。
（
郵
政
特
会
等
で
は
四
月
一
日
） 

⑤ 

地
価
公
示
価
格(

基
準
地
、
標
準
地)

は
実
勢
価
格
と
異
な
っ
て
い
る
が
、
ど
の
よ
う
な
評
価
基
準
に
よ
る

の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

一
般
会
計
に
関
わ
る｢

土
地
の
評
価｣

に
つ
い
て
は
大
蔵
省
理
財
局
「
国
有
財
産
台
帳
の
価
格
改
訂
に
関
す

る
評
価
要
領
」
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
即
ち
、「
そ
の
取
得
時
期
に
応
じ
そ
の
取
得
価
格
に
時
価
倍
率
を
乗
じ

て
算
出
し
た
価
格
を
評
価
額
と
す
る
」
を
建
前
と
し
、「
評
価
額
が
近
傍
類
似
の
時
価
額
等
に
比
し
て
著
し
く

不
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
と
き
は
近
傍
類
似
の
価
格
等
を
し
ん
し
ゃ
く
し
て
修
正
し
た
価
格
と
す
る
こ

と
が
で
き
る
」
と
し
て
い
る
。 

の
か
。
国
税
が
優
先
か
ど
う
か
。 

こ
の
近
傍
類
似
の
時
価
額
と
は
何
を
指
す
の
か
。
公
示
価
格
か
、
路
線
価
か
、
固
定
資
産
税
評
価
額
か
。 

九 

 



 

商
業
地
、
住
宅
地
、
工
業
地
の
三
区
分
に
よ
り
、
時
価
倍
率
を
乗
ず
る
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
区
分
の
根

拠
、
区
分
ご
と
の
時
価
倍
率
は
い
か
に
し
て
算
出
す
る
の
か
。 

特
別
会
計
に
関
わ
る｢

土
地
の
評
価
」
は
各
省
大
臣
が
大
蔵
大
臣
と
協
議
し
て
評
価
す
る
が
、
例
え
ば
、
市

町
村
交
付
金
の
算
出
基
礎
と
な
る
公
企
業
用
地
で
は
「
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
の
算
定
基
礎
額
の

基
礎
と
な
る
べ
き
額
の
修
正
措
置
」
に
よ
り
、
台
帳
価
格
が
近
傍
地
価
と
著
し
く
乖
離
し
た
時
に
限
定
さ
れ

る
か
。
郵
政
省
な
ど
は
昭
和
五
十
一
年
度
以
来
改
定
を
行
っ
て
い
な
い
。 

｢

著
し
く
不
適
当｣

と
は
ど
の
程
度
の
こ
と
を
指
す
の
か
。 

特
別
会
計
で
の
土
地
評
価
基
準
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

市
町
村
交
付
金
は
、
固
定
資
産
税
の
代
わ
り
と
さ
れ
て
い
る
が
、
都
市
部
で
は
固
定
資
産
税
と
都
市
計
画 

国
有
地
の
貸
付
に
当
た
っ
て
の
賃
貸
価
格
は
ど
の
よ
う
に
算
出
す
る
の
か
。 

公
務
員
住
宅
の
宅
地
評
価
は
ど
の
よ
う
な
方
法
で
行
う
の
か
。 

一
〇 

 



 

4 

固
定
資
産
税
の
軽
減
緩
和
措
置
に
つ
い
て
は
、
四
分
の
一
特
例
な
ど
が
あ
る
が
、
欧
米
に
み
ら
れ
る
生
活
用

居
住
土
地
に
つ
い
て
、
高
齢
者
世
帯
、
母
子
世
帯
、
障
害
者
世
帯
、
低
所
得
世
帯
な
ど
に
対
す
る
非
課
税
措 

 
 

置
、
扶
養
家
族
の
状
況
に
よ
る
基
礎
控
除
制
度
、
軽
減
税
率
の
適
用
な
ど
を
検
討
す
べ
き
で
な
い
か
。
都
市
計

画
税
に
つ
い
て
も
特
例
措
置
に
よ
る
軽
減
を
図
る
べ
き
で
は
な
い
か
。 

⑦ 

公
有
財
産
台
帳
価
格
で
の
土
地
評
価
基
準
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
都
道
府
県
の
市
町
村
交
付
金
の
根
拠

と
な
る
土
地
評
価
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
る
の
か
。
都
市
計
画
税
も
加
え
て
交
付
す
べ
き
で
な
い
の
か
。 

基
地
交
付
金
に
つ
い
て
は
、
大
蔵
省
、
防
衛
施
設
庁
、
建
設
省
な
ど
各
省
庁
に
よ
る
土
地
評
価
に
よ
り
配

分
さ
れ
て
い
る
が
、
評
価
基
準
は
以
上
と
同
様
か
。
今
回
の
評
価
額
上
昇
に
よ
り
、
交
付
金
配
分
が
大
き
く

変
更
し
た
場
合
の
増
額
措
置
あ
る
い
は
減
額
の
緩
和
措
置
を
と
る
べ
き
で
な
い
か
。 

税
は
一
体
で
あ
り
、
国
有
財
産
も
都
市
計
画
事
業
で
の
受
益
を
受
け
入
れ
て
い
る
以
上
、
都
市
計
画
税
も
算

出
交
付
す
べ
き
で
な
い
か
。 

一
一 

 



 

7 

固
定
資
産(

宅
地)

の
路
線
価
の
公
開
が
来
年
か
ら
実
施
さ
れ
る
予
定
と
さ
れ
る
が
、

6
の
土
地
台
帳
縦
覧
と 

6 

地
方
税
法
第
四
一
五
条
に
よ
り｢

固
定
資
産
課
税
台
帳
の
縦
覧｣

が
三
月
一
日
よ
り
二
十
日
間
を
原
則
と
し
て 

実
施
さ
れ
る
。
今
回
の
評
価
替
え
に
伴
う
縦
覧
は
ど
の
よ
う
に
進
め
る
の
か
。
本
法
の
縦
覧
は
、
地
方
税
法
施

行
規
則
第
二
四
号
様
式｢

土
地
課
税
台
帳｣
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
の
に
、「
土
地
家
屋
名
寄
帳
」
し
か
縦
覧
さ
せ
な

い
た
め
、
住
民
の
関
心
も
低
く
な
り
課
税
ミ
ス
の
背
景
に
も
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
か
か
る
縦
覧
は
、

地
方
税
法
第
四
一
五
条
に
違
反
す
る
の
で
は
な
い
か
。 

5 

国
民
健
康
保
険
税(

料)

の
算
出
で
は
ほ
と
ん
ど
の
市
町
村
は
固
定
資
産
税
に
対
す
る
一
定
税
率
（
五
〇
％
前

後
）
に
よ
り
、
資
産
割
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
今
回
の
固
定
資
産
税
の
増
税
に
伴
い
本
税
の
増
税
は
、
年
金
世

帯
な
ど
低
所
得
世
帯
の
生
活
を
深
刻
化
す
る
の
は
必
至
で
あ
り
、
一
般
世
帯
と
は
異
な
っ
た
軽
減
、
緩
和
措
置

を
検
討
す
べ
き
で
な
い
か
。 

他
方
、
高
額
所
得
者
の
所
有
す
る
土
地
に
つ
い
て
は
、
所
得
に
応
じ
て
税
率
を
累
進
化
す
べ
き
で
な
い
か
。 

一
二 

 



 

8 

固
定
資
産
税
に
関
わ
る｢

税
金
の
と
り
す
ぎ｣

な
ど
課
税
ミ
ス
が
全
国
的
に
発
生
し
て
、
行
政
に
対
す
る
住
民

の
不
信
を
高
め
て
い
る
。
早
急
に
克
服
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
時
効
五
年
の
壁
に
よ
り
、
取
り
す
ぎ
た
税
金
は
全

て
還
付
さ
れ
な
い
。
課
税
当
局
の
一
方
的
ミ
ス
に
よ
り
不
当
違
法
な
財
産
権
侵
害
に
つ
い
て
は
国
家
賠
償
法
に

よ
る
救
済
し
か
な
い
の
か
。
還
付
の
た
め
の
手
続
き
改
正
を
行
う
予
定
か
。 

他
方
、
移
転
価
格
税
制
で
は
時
効
が
な
く
、
何
十
年
に
も
さ
か
の
ぼ
っ
て
法
人
税
、
法
人
税
割
の
還
付
が
行

わ
れ
て
い
る
が
あ
ま
り
に
も
差
別
的
で
は
な
い
か
。 

の
関
連
を
ど
う
す
る
の
か
。
地
目
の
範
囲
は
ど
う
す
る
の
か
。
宅
地
に
つ
い
て
は
、
商
業
、
住
宅
、
工
業
、
村

落
な
ど
の
区
分
に
よ
っ
て
公
表
す
る
の
か
。
公
示
価
格
、
相
続
税
路
線
価
、
精
通
者
価
格
な
ど
の
達
成
率
の
相

違
が
生
じ
た
場
合
の
是
正
を
行
う
の
か
。 

現
行
の
「
五
年
の
時
効
」
は
不
適
当
で
あ
り
税
務
当
局
は
課
税
書
類
を
六
年
目
よ
り
整
理
す
る
傾
向
が
あ
り
、

時
効
の
延
長
も
検
討
す
べ
き
で
な
い
か
。 

一
三 

 



 

 

一
四 

固
定
資
産
税
の
課
税
ミ
ス
の
主
な
原
因
に
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
入
力
、
チ
ェ
ッ
ク
ミ
ス
な
ど
機
械
化
の
行
過 

ぎ
、
人
員
不
足
が
あ
る
が
、
登
記
所
で
の
ミ
ス
も
多
い
と
言
わ
れ
る
。
登
記
所
は
特
別
会
計
化
さ
れ
、
登
記
書

類
整
備
が
進
め
ら
れ
て
い
る
が
、
多
く
が
ア
ル
バ
イ
ト
の
た
め
に
生
じ
て
い
る
と
さ
れ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
整

備
を
進
め
る
つ
も
り
な
の
か
。 

さ
ら
に
、
固
定
資
産
税
の
課
税
ミ
ス
は
賦
課
主
義
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
相
続
税
、
特
別
土
地
保
有
税
な

ど
申
告
納
税
制
度
と
す
べ
き
で
な
い
か
。 

右
質
問
す
る
。 


